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建議 中間とりまとめ 「多様な利用者が共存する道路空間の形成」 
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（１）多様な利用者が共存する道路空間の形成 

（２）交通事故削減のための更なる効率的・効果的な取り組み 

①道路空間の再配分等による自転車通行空間、歩行空間の形成 

②生活道路における歩行者・自転車優先の徹底 

③「スローな交通」への対応等の多様な利用者の共存 
④ユニバーサルデザイン、無電柱化、通学路の整備等の連携 

⑤多様な利用者の共存に向けた仕組みの構築 

・幹線道路と生活道路における事故対策を両輪に展開 
・プローブデータの活用、ヒヤリハット地図作成等による危険箇所の面的かつ効率的な把握 
・環境負荷の小さいラウンドアバウトの導入・展開 

・一定のエリアにおける道路利用に関して、関係機関が一体的な計画を策定・実施する仕組
みを構築 

・行政と地域住民の合意形成や地域における様々な意見を学識経験者等がコーディネートす
る仕組み 

・事故に関するデータや全国の取り組み状況をモニタリングして公表し、地方公共団体の取り
組みを促進 

・ユニバーサルデザイン、無電柱化、通学路の連携を推進 

・生活道路における人優先のエリア作り（歩行者・自転車優先の意識の徹底、面的速度規
制と連携した歩行空間の優先確保） 

・地域の道路を面的に俯瞰して、道路毎に誰が主役なのかを明確にし、限られた道路空間を
有効活用する再配分を推進 

・幹線道路については、バイパスなどの整備による自動車交通の転換や分散を行いつつ、
車道空間を歩行者・自転車などへ再配分 

・自転車通行空間整備などのハード対策から交通安全教育、自転車利用促進方策などのソ
フト対策まで、幅広い対策の推進 自転車利用環境の創出

に向けた取り組み 

ユニバーサルデザイン、
無電柱化、通学路の整
備等の連携  

道路空間の再配分等に
よる自転車通行空間、
歩行者空間の形成 

プローブデータを活用し
た危険箇所把握の検討 

資料２ 

資料３ 

ラウンドアバウトの導入
検討 

事故危険箇所の選定等 

多様な利用者の共存に
向けた仕組みの構築 



建議 中間とりまとめ 「多様な利用者が共存する道路空間の形成」 
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論点Ⅰ：道路空間の再配分をどのように進めるか（４Ｐ～） 
⇒・検討の視点 
   ・タイプ別事例 
     ・取り組みの方向性 

（資料構成） 

論点Ⅱ：自転車通行空間の整備、自転車優先等をどのように進め 
     るか（９Ｐ～） 
⇒・検討の視点 
   ・自転車利用環境整備に関する計画事例 
   ・自転車利用環境整備の促進方策（取り組みの方向性） 
   ・自転車ネットワーク計画の策定状況 

論点Ⅲ：通学路や無電柱化等の身近な道路整備をどのように進め 
     るか（１７Ｐ～） 
⇒・取り組みの方向性 
  ・社会資本整備重点計画（案）での記載 
  ・関連する施策の一体的実施 
  ・継続的な取り組み体制、技術的支援 

目標：多様な利用者が共存する道路空間の形成 

論点Ⅳ：多様な利用
者が共存する仕組
みをどのように構築
するか（２５Ｐ～） 
⇒・検討の視点 
   ・海外事例 
     ・取り組み段階別

の取り組みの方
向性 



建議 中間とりまとめ 「多様な利用者が共存する道路空間の形成」 
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≪多様な利用者の検討対象≫ 

■多様な利用者の対象 ■自転車利用における多様な利用者の分類 

○歩行者 

○自転車 

○新たなモビリティ 

○公共交通機関 

○自動二輪 

○自動車 

○・・・ 

○ 多様な利用者として、歩行者、自転車、公共交通機関等があるが、主に歩行者、自転車を対象
として取り組みを検討 

○  また、例えば自転車利用環境整備については、主に市街地等における通勤、通学、買い物、観
光等の利用者が安全、快適に通行できるような取り組みについて検討 

環境 健康 地域振興 

（施
策
目
的
） 

地域内利用 

（市街地、郊外等） 

通勤、通学、買い物、観光等 

都市間利用 

サイクリング、観光、 

ツールド○○ 等 

（利
用
場
面
） 

安全・快適 

各地域に共通した取り組み 

（取り組みの主な対象） 
各地域のニーズに応じた取り組み 



タイプ タイプ① タイプ② タイプ③ 

主な対象 幹線道路の再配分 
（主に大都市の４車線道路等を想定） 

幹線道路の再配分 
（主に地方の都市や町村の２車線道路を想定) 

生活道路の再配分 

手法、目
的等 

○4車線以上の道路において、車線
数を削減することにより、再配分を
実施 

○大都市の幹線道路において歩行
空間、自転車通行空間の確保や
公共交通優先等を目的として実施 

○２車線の道路において、車線幅
の削減等により、再配分を実施 

○観光地や歴史的なまちなみにお
いて、沿道の景観整備や地域活
性化策と一体的に実施 

○生活道路（2車線以下の道
路）において、車線幅の削減や
中央線抹消等により再配分を
実施 

○生活道路における面的な交
通安全対策として実施 

事例 ○京都府京都市「四条通」 ○岩手県平泉町「中尊寺通り」 ○石川県金沢市 
 「準幹線514号本町・白菊線」 

①道路空間の再配分等による自転車通行空間、歩行空間の形成 
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≪検討の視点≫ 

○再配分のタイプに応じた課題への対応 

  ・道路空間の再配分には、手法、目的等に応じて様々なタイプが想定され、推進にあ
たっては、それぞれのタイプに応じた課題への対応方策を検討 

○計画策定、合意形成等の取り組み段階別の課題への対応 

  ・道路空間の再配分等の事例収集・分析を行いつつ、取り組み段階別の課題を明確
にし、それぞれの課題への対応方策を検討 → ２５ページ以降 

 □道路空間の再配分のタイプ別事例 



①道路空間の再配分等による自転車通行空間、歩行空間の形成 

幹線道路の再配分事例（京都市） 

• 京都市では、自動車抑制等を通じて、「歩く」ことを中心としたまちと暮らしに転換することを目指しており、市内最大の繁華
街を東西に貫く四条通（市道）において、歩道拡幅による安全・安心で快適な歩行空間の確保や、トランジットモール化を
目標とした公共交通優先化を計画（平成２４年１月都市計画決定）  →車道空間を歩行空間へ再配分 

• 都市計画決定前の平成２２年に、京都市における交通政策マスタープランである「歩くまち・京都」総合交通戦略を国、府、
警察、市の他、学識経験者、経済界、交通事業者等からなる審議会を設けて策定。この計画の中で、歩行空間の拡大と
充実、四条通のトランジットモール化を位置付け →地域を面的に俯瞰した一体的な計画 

• また、平成１９年、平成２２年と、トランジットモール化（路線バス・タクシーのみ通行可）や車線減尐に伴う交通処理への対
応策について社会実験を実施し、効果を確認するとともに課題を把握 

■「歩くまち・京都」総合交通戦略 

（参考）現在の断面図 

■整備内容 
 ○分散しているバス停を西行き，東行きとも四条河原町と四条高倉に 
  統合し、複数台が同時に停車できる長さを確保 
○タクシー利用者の乗降や荷物の積卸ができる駐停車スペースを設置 
○現在の片側3.5ｍの歩道を，5.25ｍ（1.75ｍ増）に拡幅することを基本 ■社会実験の状況 

平成19年歩道拡幅実験 
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①道路空間の再配分等による自転車通行空間、歩行空間の形成 

幹線道路の再配分事例（平泉町） 
• 岩手県平泉町の通称「中尊寺通り」（県道）においては、町役場や住民により、中尊寺の参道にふさわしい商店街への再

生を目指す動きがあった 

• 道路管理者である県は、町及び住民による町並み整備の整備に協力する形で、車線数削減等による交通静穏化、無電
柱化、お休みどころの設置等を計画                                    →沿道と一体となった計画 

• 具体的な道路の設計にあたっても、住民と学識経験者が協働する「道路デザイン検討会」等を設置し、合意形成を図って
いる                                                  →住民との協働、学識経験者の参画 

 
○Ｈ１９年 １月 
「中尊寺通りまちなみ整備検討会」設置 
○Ｈ１９年１２月 
 社会実験を実施（沿道のファサード整備等も含めた実験） 
○Ｈ２０年９月～Ｈ２１．９月 
 住民検討会（無電柱化と歩車共存道路について合意形成） 
○Ｈ２２年３月 
 中尊寺通りまちなみの方向性（「中尊寺まちなみ整備検討会」） 
○Ｈ２２年１１月～Ｈ２３年２月 
 道路デザイン検討会 

■位置図 
■経緯 

■現況及び整備イメージ図 

無量光院跡 

中尊寺 

無量光院 
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①道路空間の再配分等による自転車通行空間、歩行空間の形成 

生活道路の再配分事例（金沢市） 

•  当該路線は、周辺には小学校があり、高校生の自転車通学のルートともなっていることから、歩行者と自転車が錯綜 

• 地元からの要望により、児童の安全の確保のため、路側帯を拡幅するとともに車道の両側に帯状の路面表示を設置し、
歩行者と自転車が分離された空間を整備 

［出典：金沢市資料］ 

■位置図 ■整備前 ■整備後 
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中央小学校 

市立玉川 

図書館 



≪再配分を進めるための取り組みの方向性（案）≫ 

タイプ① 

幹線道路の再配分 
（主に大都市の４車線道路等を想定） 

タイプ② 

幹線道路の再配分 
（主に地方の都市や町村の２車線道路を想定） 

タイプ③ 

生活道路の再配分 

【再配分の考え方】 

○まだまだ交通容量が足りない中で
はあるが、歩行者、自転車、公共
交通利用者にとっての安全性、利
便性、快適性確保が社会的要請 

○環状道路の整備など自動車の交
通容量確保を進めつつ、交通容量
に余裕が出来た都市内道路等で
は、歩行者、自転車、公共交通等
の利用者が安全・安心して共存で
きる環境整備が必要 

【再配分の考え方】 

○バイパス等の整備と旧道のケア
（旧道の街が廃れないこと）は一
体的に実施することが必要 

○地方において衰退しつつある中
心市街地や旧街道筋等におけ
る再配分は、それがきっかけと
なって、沿道を再生する試みに
繋げていくことが必要 

【再配分の考え方】 
○欧米に比べ立ち遅れた生活空

間としての道路の質的向上を図
ることが必要 

 
  交通安全、景観等複数の尺度   
    を高次元で満たすこと 
          

【取り組みの方向性】 
○都市圏等を面的に俯瞰した一体

的な計画策定 
○地域の中で、道路毎の使い方、役

割を再検討する仕組み 
○多様な道路利用者の合意形成を

行う場の構築やルール作り 

【取り組みの方向性】 

○沿道整備と一体的な計画策定 

○コーディネータ役の育成、地方
公共団体等への派遣 

○道路管理者や沿道整備に対す
る財政的支援 

○好事例集、ガイドラインの作成 

【取り組みの方向性】 

○専門家の育成、地方公共団体
への派遣 

○道路管理者に対する財政的、
技術的支援 

○好事例集、ガイドラインの作成 

①道路空間の再配分等による自転車通行空間、歩行空間の形成 

8 

＝ 



①道路空間の再配分等による自転車通行空間、歩行空間の形成／②生活道路における歩行者・自転車優先の徹底 

自転車利用環境の創出に向けた取り組み 

○平成２３年度に警察庁と連携し「安全で快適な自転車利用環境の創出に向けた検討委員会」を
開催、４回にわたり議論 

○平成２４年４月同委員会より、両省庁に対し、「みんなにやさしい自転車環境―安全で快適な自
転車利用環境の創出に向けた提言―」を提出 → 参考資料２ 

自転車に関する動向 

《検討の視点》 
 
（１）各地域において、道路管理者や都道府県警察が自転車ネットワークの整備、通行ルールの徹

底等のハード・ソフトの取り組みを進める   

  ・計画時の空間整備の可能性の検討にあたり、道路空間の再配分を検討 

  ・歩行者、自転車優先を徹底する交通安全対策、ルール周知を実施 

  ・計画・整備にあたり、通学路、バリアフリー、無電柱化等の他施策と連携 

  ・幅広い関係者による計画検討体制を構築し、計画の実施、改善にも活用 

 

（２）そのためには、地域において、どのように自転車利用環境整備に取り組むかについて計画を
策定、実施することが重要であり、国としてその支援や促進方策を講じる → １２ページ 
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①道路空間の再配分等による自転車通行空間、歩行空間の形成／②生活道路における歩行者・自転車優先の徹底 

自転車利用環境整備に関する計画の事例（金沢市） 

計画の概要 

ネットワーク図 

整備延長 

金沢市まちなか自転車利用環境向上計画（2011年3月） 

○自転車を公共交通と組み合わせた都市交通の一つとして再認
識し、市民・来街者の身近な移動手段として利用環境を整備。 

○自転車利用環境向上に向けた方針やそれらに基づく具体的施
策などを整理。 

  ①自転車通行空間の安全性向上 

  ②便利で使いやすい駐輪環境の創出 

  ③公共交通としての自転車利用促進 

  ④自転車利用者へのルール遵守・マナーアップ 

○路線の抽出にあたっては市民、NPO等と連携し、経路調査等を
実施、路線を選定。 

整備形態 計画延長 

車道（自転車と自動車の混在） 39.3 km 

小計（車道） 39.3 km 

自転車歩行者道 14.0 km 

合計 
53.3 km 

（17.2km整備済） 

人口 面積 
自転車ネットワーク計画 

計画エリア 密度（車道） 

46.2万人 467.8km2 8.6km2 約4.6km/km2 

※人口・面積の出典：H22国勢調査 

※計画エリア：H24年4月道路局調べ 
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①道路空間の再配分等による自転車通行空間、歩行空間の形成／②生活道路における歩行者・自転車優先の徹底 

自転車利用環境整備に関する計画の事例（福山市） 

計画の概要 

ネットワーク図 

整備延長 

整備形態 計画延長 

自転車道 0.5 km 

自転車専用通行帯 52.0 km 

車道（自転車と自動車の混在） 39.3 km 

小計（車道） 91.8 km 

自転車歩行者道等 65.3 km 

合計 

160.8 km 

（4.0km整備済） 
 

人口 面積 
自転車ネットワーク計画 

計画エリア 密度（車道） 

46.1万人 528.1km2 20.0km2 約4.6km/km2 

○「過度」な自動車依存を改め、公共交通や自転車の利用
促進を図るため、自転車事故が多発している福山都市圏
において、より安全で安心して走行できる自転車走行空
間の整備を目的に計画を策定。  

○自転車ネットワーク路線の抽出にあたっては、「目標」達
成に必要となる理想的なネットワークとなるように選定。 

  ・自転車交通需要の多い路線 

  ・施設に繋がる路線 

  ・問題の大きい箇所を含む路線 

福山都市圏自転車走行空間整備計画（2010年3月） 

※人口・面積の出典：H22国勢調査 

※計画エリア：H24年4月道路局調べ 11 



１） 技術的支援 

  ○ 提言を踏まえたガイドライン（計画、整備、ルール徹底等）の策定 【直ちに】 

    及び実効性を確認しつつ、定期的な見直しを実施 

  ○ ガイドラインの周知（地方説明会の開催等） 【ガイドライン発出後】 

  ○ 整備局、国総研による技術相談対応（相談窓口等） 【随時】 

  ○ 研修（国交大）の実施 【昨年度より実施】 

  ○ 直轄事務所と共同で計画策定 【随時】 

２） 財政的支援 

  ○ 社会資本整備総合交付金等による取り組みの支援【継続】 

    （計画策定費、整備費、社会実験、マップ作成 等） 

３）情報発信 

  ○ 計画策定・整備に関する地域の取り組み状況の調査・公表 【本日より毎年度】 →１３ページ 

  ○ 計画策定・整備の効果事例（利用状況、事故率等）の収集・提供 【今後予定】 

４） 法制度 

  ○ 道路構造令における自転車専用通行帯の位置づけ 【年内に検討開始】 

  ○ 自転車道の原則一方通行化の検討 【関係機関調整に着手】 

５） 目標設定 

  ○ 目標となる整備水準の設定 【計画策定状況も踏まえ今後予定】 

  ○ 地域の参考となる既存計画の実績（水準等）の周知 【ガイドライン発出時】 →１６ページ 

①道路空間の再配分等による自転車通行空間、歩行空間の形成／②生活道路における歩行者・自転車優先の徹底 

自転車利用環境整備の促進方策（取り組みの方向性） 
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①道路空間の再配分等による自転車通行空間、歩行空間の形成／②生活道路における歩行者・自転車優先の徹底 

自転車ネットワーク計画の策定状況① 

計画策定済み（一般に公表したもの） 

計画検討中または準備中 

今後、具体的に計画検討を進める予定 

今後とも計画を検討することを考えていない（未回答含む） 

２．策定状況（県別） 

○ 全国のＤＩＤ地区を有する８４９の市区町村※のうち、自転車ネットワーク計画の策定を
行う（策定済を含む）市区町村は２２９（約３割） 

○ 特別区、政令市及び県庁所在地の約８割が計画策定を行うとしている 

※ 自転車の利用が一定程度見込まれる都市として、DID地区を有する市区町村を想定し、今回
の調査の対象とした。 

■計画の策定状況（全体） 

※ H24年4月道路局調べ 

■計画の策定状況（市町村の分類別） 
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①道路空間の再配分等による自転車通行空間、歩行空間の形成／②生活道路における歩行者・自転車優先の徹底 

自転車ネットワーク計画の策定状況② 

２．策定状況（県別） 

○ 人口、自転車分担率が大きいほど、計画策定を行う傾向 

○ 「今後とも計画の検討を考えていない」市区町村は約７割。その理由として、「道路空
間の制約がある」「公共交通中心のまちづくりを考えている」などをあげている 

※ 自転車の利用が一定程度見込まれる都市として、DID地区を有する市区町村を想定し、今回
の調査の対象とした。 

※ H24年4月道路局調べ 

■計画の策定状況（人口別） 

■計画の策定状況（自転車分担率別） 

※ 人口、自転車分担率（通勤通学時の代表交通手段）はH22年国勢調査 

■「今後とも計画を検討することを考えてい
ない」とした理由 計画策定済み（一般に公

表したもの） 

計画検討中または準備中 

今後、具体的に計画検討

を進める予定 

今後とも計画を検討する

ことを考えていない（未回

答含む） 

制約がある

他の事業計画を優先

必要性が低い、感じない

今後必要に応じて検討、

未定

その他

道路空間の制約

125（20%）

地形等の制約

（坂道、積雪）

65（11%）

財政上の制約

12（2%）
公共交通中心の

まちづくり

106（17%）

幹線道路や歩道

等の整備を中心

93（15%）

202（33%）

199（32%）

97（16%）

81（13%）

36（6%）

・自転車利用や事故が尐ない

・路線ごとに整備、計画は不要 等

・災害復旧事業を優先

・未回答 等

17（20%） 
15（7%） 

3（1%） 1（0%） 

35（42%） 

21（10%） 
9（4%） 

8（3%） 

14（17%） 

51（25%） 

32（13%） 
23（7%） 

18（21%） 

118（58%） 

207（82%） 
277（90%） 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

３０万人以上 １０万人以上 ５万人以上 ５万人未満 

11（9%） 14（6%） 
9（2%） 2（2%） 

21（18%） 
28（12%） 

19（5%） 5（4%） 

29（25%） 

32（14%） 

47（13%） 
12（9%） 

55（47%） 

161（69%） 
290（79%） 114（86%） 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

１５％以上 １０％以上 ５％以上 ５％未満 
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○都道府県毎に計画策定への取り組み状況にばらつきがある 

⇒都道府県別、市町村別の計画策定状況を調査・公表し、取り組みを促進 

 （第1回目として本日公表） 

■計画の策定状況（都道府県別） 

都道府県 市町村 策定状況 人口（人） 
DID 

面積 

自転車 

分担率 

○○県 A市 
①計画策定
済 

1913545 230.3  9.9  

B市 

③今後、具体
的に計画検
討を進める予
定 

279127 42.5  10.4  

C市 

④今後とも計
画を検討する
ことを考えて
いない 

131928 23.8  1.3  

D町 
②計画検討
中、準備中 

347095 79.0  11.2  

■計画の策定状況（市町村別）の公表イメージ 
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③今後、具体的に計画検討を進める予定
②計画検討中、準備中
①計画策定済み（一般に公表したもの）

※ 自転車の利用が一定程度見込まれる都市として、DID地区を有する市区町村を想定し、今回
の調査の対象とした。 

※ H24年4月道路局調べ 

※ 人口、ＤＩＤ面積、自転車分担率（通勤通学時の代表交通手段）はH22年国勢調査 

①道路空間の再配分等による自転車通行空間、歩行空間の形成／②生活道路における歩行者・自転車優先の徹底 

自転車ネットワーク計画の策定状況③ 



①道路空間の再配分等による自転車通行空間、歩行空間の形成／②生活道路における歩行者・自転車優先の徹底 

（参考）自転車ネットワークの整備水準 
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（参考）諸外国における自転車ネットワークの密度 

※コペンハーゲンは（計画延長/計画エリア面積） 

  アムステルダム、ベルリンは（整備延長/計画エリア面積） 

○ 今後、自転車ネットワークのあり方の検討、既存計画のフォローアップを行い、目標とすべき整
備水準について検討する予定 

○ 既存の自転車ネットワーク計画における市街地内の平均密度は概ね2km/km2※であり、こうし
た既存計画の実績（水準等）について、地域の参考となるよう、周知する予定 

   ※網密度が均等であると仮定した場合、500m以内で自転車ネットワーク路線にアクセスできる
サービスレベル 

人口 

面積 

（計画エリア 

面積） 

整備延長 

（計画延長） 
密度※ 

コペンハーゲン 52万人 88km2 

（71km2） 

360km 

（約400km） 

5.6km/km2 

アムステルダム 76万人 219km2 

（187km2） 

617km 3.3km/km2 

ベルリン 339万人 889km2 

（889km2） 

855km 1.0km/km2 

2km 

2km 

自転車ネットワーク路線 

1km間隔 

500m以内でアクセス可能 

1km2のエリア内に 
自転車ネットワーク路線が2km 

（参考）2km/km2の自転車ネットワーク（イメージ図） 



④ユニバーサルデザイン、無電柱化、通学路の整備等の連携 

≪取り組みの方向性≫ 

 

（１）社会資本整備計画で目標を設定 

  ・現在策定中の社会資本整備重点計画において、新たに目標値を設定するとともに、
地方ブロック、都道府県毎の目標値も検討し関係者で共有 

（２）関連施策を一体的に推進 

  ・歩行空間の総合的な改善に向けて、通学路、無電柱化、踏切道の整備、自転車通
行空間の整備、バス停等の関連施策を一体的に実施 

（３）継続的に取り組む体制の構築 

  ・市町村レベル、都道府県レベルで、関係者からなる推進組織を設置 

（４）財政的・技術的支援 

  ・財政的な支援方策の検討を行うとともに、ハンプ等の物理的デバイスの基準化な
ど技術的支援を実施 
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■交安法指定通学路の整備状況 
（平成２２年度末時点） 

注１：国道及び都道府県道 

※四捨五入の関係で合計が合わない場合がある 

歩道整備済
　[整備率]

簡易整備済
[整備率]

合計 107,802 43,794　[41%] 11,588　[11%]

31,051 16,611　[53%] 3,460　[11%]

市町村道 63,650 18,115　[28%] 6,218　[10%]

小計（幹線道路注１） 44,152 25,679　[58%] 5,370　[12%]

道路種類
通学路延長

（ｋｍ）

直轄国道 5,109 4,082　[80%] 838　[16%]

補助国道 7,992 4,986　[62%] 1,072 [13%]

都道府県道

○「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律」に基づき、国家公安委員会及び国土交通大臣が
交通安全施設等の整備を行うことができる通学路を指定し、都道府県公安委員会及び各道路管理者
が連携して整備を推進 

○歩道が確保された通学路は約４１％、簡易な方法による整備を含めて約５１％（平成２２年度末） 

○次期社会資本整備重点計画において、新たに通学路の取り組み方針及び指標が設定される見込み 

④ユニバーサルデザイン、無電柱化、通学路の整備等の連携 

（１）社会資本整備重点計画等で目標を定めて関係者で共有し、連携して推進 

○通学路やバス停周辺において、歩道設置のほか
防護柵の設置やカラー舗装等即効性の高い対策
も有効に活用し、安全な歩行空間を早期に確保  

 

 ・通学路の歩道等整備率  

  【５１％（H22年度末）→約６割（H28年度末）】  

■社会資本整備重点計画（素案）における 
通学路関係の記載内容 

今後、地方ブロック、都道府県毎の目標値を設定す
る等により、関係者で目標を共有し、整備を推進 

【通学路】 
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○バリアフリー法*1に基づき重点的・一体的な整備を進めるため市町村が基本構想を作成 
  基本構想を踏まえ、国土交通大臣がバリアフリー化すべき特定道路を指定 
   ・基本構想：274市町村（16％）で作成（H24.6末現在）  ・特定道路：約1,700km（H20.12指定） 

 
○国のバリアフリー化の基本方針*2を踏まえ、次期社会資本整備重点計画において特定道路を対象

とした指標が設定される見込み 
 
 
 
 
 
 
 
○さらに重点的・優先的に整備すべき個所を明確にして、整備目標の設定、特定道路の拡大を図る 
 
 

 
 
 

*1：高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 
*2：移動等円滑化の促進に関する基本方針（平成23年3月31日 国家公安委員会・総務省・国土交通省告示） 
*3： 対象から適用除外認定車両（高速バス等）を除外 

【ユニバーサルデザイン】 

施設等 目標 

特定道路 原則100％ 

鉄軌道駅（利用者数3,000人/日以上） 原則100％ 

乗合バス車両（ノンステップバス） 約70％*3 

・・・ ・・・ 

【国の基本方針】 

次期社重点で目標設定見込み 

施設等 目標 

駅前広場（利用者数3,000人/日以上） ○％ 

バス停 ○％ 

・・・ ・・・ 

新たな目標設定（検討中） 

④ユニバーサルデザイン、無電柱化、通学路の整備等の連携 

（１）社会資本整備重点計画等で目標を定めて関係者で共有し、連携して推進 
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○無電柱化に係るガイドラインに基づき、道路管理者、電線管理者等の関係者からなる協議会にお
いて整備個所を協議 

 
○次期社会資本整備重点計画において無電柱化の指標が設定される見込み 
 
 
○さらに、無電柱化の目的ごとに重点的・優先的に整備すべき個所を明確にすべく実態調査、目標

設定を検討 

○DID地区内の緊急輸送道路の無電柱化の現状を調査中 

○無電柱化すべき箇所を設定し、現状を調査予定 

目的ごとの目標設定 

＜市街地等の幹線道路の無電柱化率  15％（H23年度末）→18％（H28年度末）＞ 

・伝統的建造物群保存地区（文化財保護法） 

・景観地区（景観法） 

・日本風景街道   等 

【無電柱化】 

良好な景観の形成・観光振興 

道路の防災性の向上 

④ユニバーサルデザイン、無電柱化、通学路の整備等の連携 

（１）社会資本整備重点計画等で目標を定めて関係者で共有し、連携して推進 
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：要対策箇所 

：通学路（学校指定） 

○○駅 

○○小学校 

・自転車と徒歩通学する 

  児童が錯綜し危険 

 

＜対策メニュー＞ 

 ・自転車通行位置の明示 

・踏切内の歩行空間が狭
く、児童と車が輻輳し危険 

 

 

 

 

 

 

 

＜対策メニュー＞ 

 ・踏切の拡幅 

【対策検討メンバー】 
・教育委員会、学校、ＰＴＡ 
・道路管理者 
・警察署 
・利用者団体 

・国道の渋滞を避けて抜け
道として利用する大型車
が多いが、歩道がなく危険 

 

 

 

 

 

 

 

＜対策メニュー＞ 

 ・大型車通行禁止 

 ・狭さくの設置 

・狭い歩道の中にバス停
があり、バスを待つ人が
いる場合など危険 

 

 

 

 

 

 

 

＜対策メニュー＞ 

 ・バス停周辺歩道整備 

・歩道の幅員が狭く、 

  また段差がある箇所 

  があり転倒の危険 

 

＜対策メニュー＞ 

 ・歩道拡幅 

 ・バリアフリー化 

・歩くのに電柱が邪魔にな
り、車道へ入り込む 

 

 

 

 

 

 

 

＜対策メニュー＞ 

 ・無電柱化 
文 

○○駅 

④ユニバーサルデザイン、無電柱化、通学路の整備等の連携 

（２）関連する施策を一体的に計画し、連携して推進（通学路対策） 
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無電柱化協議会 

［道路管理者、電線管理者、警察］ 
 ・通知された箇所に関する議論 

道路管理者等 

・バリアフリー法に基づく特定道路や 

 通学路の整備個所を通知 

関連施策実施個所に関する 

関係者との調整 

○ 新たな整備目標、整備状況を公表することにより、地域における無電柱化の計画策定、整備の
取り組みを促進（今後実施予定） 

○ 自転車通行空間の形成、ユニバーサルデザイン、通学路整備等の関連施策において、無電柱化
が有効な手段となり得ることをガイドライン等により周知し、計画を検討 

○ ユニバーサルデザインや通学路整備等の実施箇所の情報を無電柱化協議会に通知し、無電柱
化の実施に関し議論する手続きを定着化（検討中） 

ユニバーサルデザイン、通学路整備等の 

手段としての無電柱化 

通学路で通行の支障となっている電柱 ユニバーサルデザインの観点からの無電柱化 

④ユニバーサルデザイン、無電柱化、通学路の整備等の連携 

（２）関連する施策を一体的に計画し、連携して推進（無電柱化） 
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道路交通環境 

安全推進連絡会議 

【構成】 

 学識者 

 京都府県警本部 

 京都府 

   道路管理者 

   教育委員会 

 京都市 

   道路管理者 

   教育委員会 

 国土交通省（国道事務所） 

（オブザーバー） 

 市町村（道路管理者等） 

・総合的かつ効果的な対策の立案 

・関係機関等との情報共有 

・指導助言、提言 

通学路等 

安全対策部会 交
通
事
故
危
険
箇
所
対
策
部
会 

自
転
車
通
行
環
境
部
会 

あ
ん
し
ん
歩
行
エ
リ
ア
部
会 

※H24.7.13 設置 

○通学路等の点検、対策検討を継続的に実施するために関係者が参画した体制の整備が必要 

○都道府県における取り組み（京都府） 

既存部会 

○市町村における取り組み（山口県宇部市） 

【構成】 
 国土交通省中国地方整備局山口河川国道事務所 
 山口県宇部土木建築事務所、宇部警察署 
 宇部市小学校長会、宇部市中学校長会 
 宇部市道路河川管理課、宇部市道路河川建設課 
 宇部市市民活動課、宇部市教育委員会 

平成24年7月3日 

山口新聞14面 

※H24.7.2 設置 

宇部市通学路安全対策合同会議 

児童生徒の通学区域内における安全を確保するた
め、学校、道路管理者、地元警察署及び関係部局
との円滑な連絡調整等を実施 

④ユニバーサルデザイン、無電柱化、通学路の整備等の連携 

（３）継続的に取り組み体制を構築（通学路）   

23 



○物理的デバイスの基準化 

＜期待される効果＞ 

○速度抑制：一定速度を越えるとドライバーに             

      ショックを与える 

○注意喚起：居眠り運転、わき見運転の防止 

 
＜設置上の課題＞ 

○合意形成：騒音・振動等により、地域住民の 

      理解が得られない 

形状の工夫により、騒音等の課題はほぼ解消可能 
⇒ハンプ等の物理的デバイスの基準化 

ハンプ 

ライジングボラード 

防護柵 

○防護柵等の検討 

＜検討の視点＞ 

○ライジングボラードの

位置づけ（設置者） 

○緊急車両の通行、 

安全性の確保 等 

＜検討の視点＞ 

○道路空間に相応しい

美しいデザイン 

○生活道路に見合った

規格でローコスト化                  

             等 

④ユニバーサルデザイン、無電柱化、通学路の整備等の連携 

（４）技術的支援（通学路）  

出典：埼玉大学久保田尚教授講演資料 

出典：埼玉大学久保田尚教授講演資料 

24 



⑤多様な利用者の共存に向けた仕組みの構築 

 

○道路空間の再配分による歩行空間、自転車通行空間の整備を面的かつ効率的に
進めるためには、まちづくり計画や総合的な交通計画等を踏まえ、環状道路、フリン
ジパーキング、公共交通機関等の整備、自動車の流入抑制等の施策を含めた総合
的な取り組みが必要 

 

○バイパスの整備等により交通容量に余裕が出てきた路線や、歩行空間の確保の要
請が高い路線等においては、道路空間の再配分等を積極的に行い、歩行空間、自
転車通行空間を順次整備していくことも必要 

 
○道路空間の再配分等の事例収集・分析を行いつつ、道路空間の再配分等の

ネックとなっている要因を明らかにし、取り組み段階別の仕組みづくりを 
検討 →「Ｖ．施策の進め方についての提案」 

  ＜検討の視点＞ 

   ・再配分をどのような政策目的で実施するのか（歩行空間、自転車通行空間、中心市街地活性化 等） 
   ・再配分が進まない理由は何か（利用者の利害対立 等） 
   ・合意形成等を円滑に実施した好事例（協議会等の設置、インセンティブ付与 等 
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≪検討の視点≫ 



都心部を囲む
環状道路 

高速道路 
 
放射道路 
 
 
都心部へのアクセス道路 
 

環状道路 
歩行者専用道路 

幹線道路を歩行者専
用道路化して分断 

（出典）Evaluation du  Plan de Déplacements Urbains, Strasbourg 

○都心部の通過交通による大気汚染、騒音が問題化。歩行空間
や居住空間の快適性を確保を目的とした戦略的な交通政策を
市長のリーダーシップのもとで実施 

○自動車の都市内流入抑制、LRT整備、自転車ネットワークの
整備等を複合的に取り組み、自転車通行空間、歩行者空間を
確保 

○住民レベルの協議会、各業種、団体レベルの協議会の開催や
広報活動により合意形成 

ＬＲＴの整備 

道路空間の再配分 

○自動車流入の抑制対策 

・環状道路の整備 

・パークアンドライド駐車場 

・フリンジパーキング 

○交通規制による対策 

・一方通行規制等 

   （サーキュレーション） 

・ゾーン３０ 

○交通環境の整備 

・LRTの整備 

・駐輪施設の整備   等 

 

 

 

各施策を複合的に実施 

●交通施策の連携 
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・歩行空間の形成 

  （トランジットモール） 

・自転車通行空間の形成 

⑤多様な利用者の共存に向けた仕組みの構築 

海外の自転車通行空間、歩行空間の形成事例（フランス、ストラスブール） 



⑤多様な利用者の共存に向けた仕組みの構築 

海外の自転車通行空間、歩行空間の形成事例（フランス、ナント） 
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○ナント市は、ロワール河口の舟運都市
として栄えてきたが、近年、衰退。地域
住民を含む関係者は、都市再生のた
め、再開発、都市交通や環状道路整
備等の必要性を認識 

○環状道路や公共交通（トラム、BRT）の
整備、ゾーン３０など広域的な交通マ
ネジメントにより、市中心部への自動
車交通の流入を抑制 

○環状道路内外で道路空間の再配分を
行い、多様な交通（トラム、自転車）に
空間を割り当て 

約１２㎞ 

●ＰＤＵの合意形成プロセスについて 

民意調査 

公益宣言 

計画案の決定 

• 当該事業に利害関係を有しない第３者による調査委員会が、聴取
した当該事業の公益性に関する住民等の意見を、その理由ととも
にとりまとめ報告書を作成。 

以下の対象に意見聴取を行い、計画案を決定。決定にあたり、住民説
明会や討論会、新聞テレビ等による広報周知などの合意形成を実施。 

• 国、県、地域圏、都市交通区域（PTU）のコミューン（フランスの基礎
自治体）・・・（義務） 

• 対交通事業者、交通事業者の利用者代表、商工会議所、環境保護
団体・・・（推奨） 

• 首相、その他の大臣、県知事のいずれかの認定権者により実施。
行政手続きの1つであり、当該事業の公益性が認められ、それを根
拠に土地の収容が可能となる効果を持つ。 

トラム整備に併せて確保された自転車道 

○ＰＤＵ(都市圏交通計画）に自転車道の
整備をはじめとする自転車利用の促
進施策、公共交通の拡充施策等を位
置付け 

• 自転車道や市の中心部等にレンタサイクル
ステーションを整備 

• P&R駐車場を整備して、乗り換えを促進 等 

○ＰＤＵの作成過程で、関係行政機関お
よび市民との合意形成に配慮 

ナント市内におけるゾーン３０規制 



○道路ダイエットの参考資料 
○FHWAの通知（H24.1） 

•  米国連邦道路庁（ＦＨＷＡ）では、交通安全対策の９つの施策の一つとして、「Ｒｏａｄ Ｄｉｅｔ」（道路ダイエット）を推奨 

•  道路ダイエットの参考資料として、歩行者、自転車の安全ガイドラインや道路ダイエットに関するハンドブック等を紹介 

１．Safety Edge 
２．Roundabouts 
３．Corridor Access Management 
４．Backplates with 

Retroreflective Borders 
５．Longitudinal Rumble Strips and 

Stripes on 2-Lane Roads 
６．Enhanced Delineation and 

Friction for Horizontal Curves 
７．Medians and Pedestrian Crossing 

Islands in Urban and Suburban 
Areas 

８．Pedestrian Hybrid Beacon 
９．"Road Diets" 

(RoadwayReconfiguration) 
  →道路ダイエット（道路再構築） 

⑤多様な利用者の共存に向けた仕組みの構築 

海外における道路ダイエットの事例 
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※改訂版作成中でroad dietについて 
 充実予定 



⑤多様な利用者の共存に向けた仕組みの構築 

再配分の段階 課題

①道路の役割、位
   置づけの明確化

○車以外の観点も考慮した道路分類
○様々な利用ニーズ、沿道の活性化ニーズ
の調整
○ネットワーク全体として決定主体  等

②一体的な計画の
  策定

○沿道住民やＮＰＯ等との協働
○計画策定の位置づけ　等

③関係者の合意形
   成

○関係者による協議会等の設置
○合意形成手続きのルール化
○コーディネーター等による調整　等

○合意形成手続きに関するガイドライン等の策定
○コーディネーターの育成、派遣　等

④計画の実効性の
  担保

○財政的支援
○計画実施の担保
○沿道住民、ＮＰＯ等との協働　等

○交付金等による支援
○好事例集の作成
○ＮＰＯ等の協働の枠組み構築　等

○計画策定に関する指針、通達等の策定
・計画の策定範囲（地域、地域圏、全国等）
・計画策定主体（市町村ｏｒ道路管理者ｏｒ直轄）
・策定の枠組み（協議会等）　等

制
度
的
な
枠
組
み
も
含
め
て
検
討

具体的な取り組み
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≪取り組み段階別の取り組みの方向性（案）≫ 


